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緊急事態宣言を踏まえた県立高等学校における臨時休業について 
 
 

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき，過日，鹿児島県も緊急事態宣言の対象区域とされた

ことを受けて，県立学校において４月２２日（水）から５月６日（水）までの間，学校保健安全法に基づく臨時

休業が決定しました。特に以下の点に関して，各御家庭での御理解を賜りますようお願い申し上げます。 

 

記 

 

１ 学習指導について 

 『学年別課題一覧』『１学期中間考査範囲一覧』配付済みです。計画的な学習に取り組ませて下さい。

新年度のスタート直後で，学習方法等に関しては何かと不安があると思います。疑問等がある場合，遠慮

なく学校にお問い合わせください。 

 

２ 生徒指導について 

   『生活心得』配付済みです。臨時休業措置の趣旨を踏まえ不要不急の外出は控えたうえで，健康管理

に十分御注意いただくよう御協力ください。なお，5 月 7 日（木）より中間服への移行期間とします。 

 

３ その他 

（１） 臨時休業期間中の部活動はすべて中止とします。 

（２） 学習状況の把握や健康観察の観点から，4 月 30 日（木）を登校日とします。登校時間は以下の通り

です。可能な限りマスク着用のうえ登校させてください。各学年とも 1 時間以内で終了予定です。 

（1 学年） ９:００  （2 学年） １０:００  （3 学年） １１:００   各教室にて 
 
（３） 『５月行事予定表』配付済みです。現時点では，１学期中間考査，三者面談（３学年）及び家庭訪問

（１・２学年）は予定通り実施する方向です。 
 
（４） ４月２０日（月）のＰＴＡ監査・理事会で検討した結果，５月７日（木）に実施予定のＰＴＡ総会は，書面

決議とすることに決定しました。5 月 7 日（木）に生徒便で総会資料を配付する予定です。 
 
（５） 『学級費（納入期限：（２学年）４月２４日（金），（３学年）４月３０日（木））』及び『諸会費（第１回目納入

期限：（全学年）４月３０日（木））』については，誠に恐縮ですが，保護者の方で期日までに学校事務室

に納入してくださいますようお願いします。 
 
（６） ４月１６日（木）付けで生徒指導部から連絡しました「盛夏時のポロシャツ購入」については４月２２日

（水）までに取扱店舗のＭＥＤＥＯ商会さんに直接申込をしてください。 

（２１日（火）までに提出された分については学校の方でまとめて提出します。） 
 
（７） 不明な点がある場合，下記の問合せ先に連絡してください。 

 

 

 
【問合せ先】鹿児島県立与論高等学校  

教頭・西中間（ 090-9790-4901 ) 

担任・     （             )  


